
-18-

都道府県により申請書

類の提出時期が異なっ

ているため、早急に保

護者等が居住する都道

府県に詳細を御確認く

ださい。

保護者等（注）の居住地は北海道ですか？

７月１日現在、高等学校等に在籍していますか？

７月１日現在、高校生等本人に係る生活保護における生業扶助（高等学校等就学費）を受給していますか？

保護者等全員の「道府県民税所得割」及び「市町村民税所得割額」が非課税ですか？

通信制又は専攻科の高校生等はいますか？

高校生等以外に扶養されている15歳（中学生を除く。）以上23歳未満

の兄弟姉妹がいますか？

「生活保護受

給世帯」です。

「非課税世帯」

で、「第２子」の

給付額です。
「非課税世帯」で、１人目の高校

生等は「第１子」、２人目以降の

高校生等は「第２子」の給付額で

す。

複数の高校生等がいますか？

「非課税世帯」で、

「第１子」の給付額

です。

高校生等奨学給付金の対象となりますので、申請書や必要書類を提出してください。

「非課税世帯」で、

通信制の高校生

等は「通信制」の

給付額、専攻科の

生徒は「専攻科」

の給付額、それ以

外に高校生等が

いる場合は「第２

子」の給付額です。

※7月1日現在で認定を行う場合


